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  告　　　　　示  

山形県告示第93号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとさ

れる場合を含む。）の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第94号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

平成24年１月31日（火）

第2313号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成23. 9. 1上山市美咲町一丁目３番25号

短期入所生活介護

介護予防短期入所

生活介護

須田医院　ショートステイ
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山形県告示第95号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指

定した。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第96号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営最上川下流地区土地改良（基幹水利

施設管理）事業計画を変更したので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営最上川下流地区土地改良（基幹水利施設管理）事業変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　酒田市役所、鶴岡市役所、庄内町役場

３　縦覧に供する期間

　　平成24年２月３日から同年３月２日まで

４　その他

　　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　この決定については、取消しの訴えを提起することはできず、上記の異議申立てについての決定に対しての

み、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、異議申立てについての決

定のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、取消しの訴えを提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第97号

　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の規定により置賜森林計画区の地域森林計画をたてたので、当該

地域森林計画書の写しを農林水産部森林課及び置賜総合支庁産業経済部森林整備課において縦覧に供する。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第98号

　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第４項の規定により最上村山森林計画区及び庄内森林計画区の地域森林

計画を変更したので、当該変更に係る地域森林計画書の写しを農林水産部森林課及び当該森林計画区を所管する総

合支庁の産業経済部森林整備課において縦覧に供する。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定居宅サービス事業者の

名称又は氏名　　　　　　

平成24. 1.23通 所 介 護
小規模デイサービス河井の里

長井市河井883番地
株式会社河井の里

指定年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名　　　　　　

平成24. 1.23介護予防通所介護
小規模デイサービス河井の里

長井市河井883番地
株式会社河井の里
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山形県告示第99号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、山形市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　山形市大字今塚から長町地域

２　公共測量を実施する期間

　　平成24年１月19日から同年３月23日まで

３　作業の種類

　　公共測量（街区基準点改測）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第100号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成23年５月24日　　指令村総建第5006号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　東根市神町西三丁目834番１、834番５、834番６、836番３の一部、836番６、843番10、1048番16の一部、1050

番３の一部、1051番１の一部、1051番２の一部、1052番４、1052番５、1053番４、1060番４の一部、834番１先、

1051番１先、1051番２先、1052番５先

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　尾花沢市大字朧気661番地５

　　株式会社東北アメニティハウジング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第101号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び南陽市役所において縦覧に供する。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定の番号　　私道置総建第310号

２　指定の場所　　南陽市若狭郷屋字駅西882番10、883番１の一部

３　道路の現況　　幅員6.0メートル、延長123.05メートル

４　指定年月日　　平成24年１月20日

  公　　　　　告  

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工観光部商業・まちづくり振興課及び庄内総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに酒田

市役所において平成24年５月31日まで縦覧に供する。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　酒田亀ヶ崎ショッピングセンター

　　酒田市あきほ町120番１

２　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名
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　　（変更前）

　　（変更後）

　(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

村 井 正 平千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イオンリテール株式会社

石 黒 靖 規北海道札幌市厚別区厚別中央三条二丁目１番１号ホ ー マ ッ ク 株 式 会 社

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

村 井 正 平千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イオンリテール株式会社

石 黒 靖 規北海道札幌市厚別区厚別中央三条二丁目１番１号ホ ー マ ッ ク 株 式 会 社

井 上 元 延宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目７番10号株式会社デンコードー

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

村 井 正 平千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イオンリテール株式会社

矢 嶋 孝 敏東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番３号株 式 会 社 や ま と

伊 藤 秀 樹鶴岡市宝田一丁目４番25号株 式 会 社 清 川 屋

盛 田 良 次秋田県秋田市山王三丁目３番９号株 式 会 社 モ リ タ

多 根 弘 師東京都中央区銀座二丁目７番17号株 式 会 社 三 城

大 谷 勝 彦新潟県新潟市江南区亀田工業団地一丁目３番５号株 式 会 社 大 谷

中 本 敏 幸愛知県稲沢市天池五反田町１番地株 式 会 社 パ レ モ

指　 田　 　 　 努東京都八王子市暁町一丁目32番13号株 式 会 社 タ ツ ミ ヤ

新　 開　 　 　 仁秋田県秋田市中通二丁目１番23号株式会社マツヤエレガンス

宮　 下　 　 　 晃長野県飯田市座光寺4601番地１株 式 会 社 マ ル タ

武　 川　 　 　 泉高知県高知市本町四丁目１番16号株 式 会 社 キ タ ム ラ

浅 倉 俊 一福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地株式会社ダイユーエイト

大 瀧 正 博東田川郡庄内町余目字下梵天塚39番地５有 限 会 社 タ キ ヤ
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　　（変更後）

小　 熊　 　 　 順東根市本町１番10号株 式 会 社 道 研

佐 藤 正 廣鶴岡市本町二丁目２番10号有 限 会 社 佐 藤 正 栄 堂

中　 山　 　 　 章千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目６番地株 式 会 社 未 来 屋 書 店

赤 松 正 文新庄市沼田町６番16号株 式 会 社 ベ ル

尾 川 勝 則鶴岡市大東町22番45号有 限 会 社 尾 川 園

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

村 井 正 平千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イオンリテール株式会社

矢 嶋 孝 敏東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番３号株 式 会 社 や ま と

伊 藤 秀 樹鶴岡市宝田一丁目４番25号株 式 会 社 清 川 屋

盛 田 良 次秋田県秋田市山王三丁目３番９号株 式 会 社 モ リ タ

多 根 弘 師東京都中央区銀座二丁目７番17号株 式 会 社 三 城

大 谷 勝 彦新潟県新潟市江南区亀田工業団地一丁目３番５号株 式 会 社 大 谷

中 本 敏 幸愛知県稲沢市天池五反田町１番地株 式 会 社 パ レ モ

指　 田　 　 　 努東京都八王子市暁町一丁目32番13号株 式 会 社 タ ツ ミ ヤ

新　 開　 　 　 仁秋田県秋田市中通二丁目１番23号株式会社マツヤエレガンス

宮　 下　 　 　 晃長野県飯田市座光寺4601番地１株 式 会 社 マ ル タ

武　 川　 　 　 泉高知県高知市本町四丁目１番16号株 式 会 社 キ タ ム ラ

浅 倉 俊 一福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地株式会社ダイユーエイト

大 瀧 正 博東田川郡庄内町余目字下梵天塚39番地５有 限 会 社 タ キ ヤ

小　 熊　 　 　 順東根市本町１番10号株 式 会 社 道 研

佐 藤 正 廣鶴岡市本町二丁目２番10号有 限 会 社 佐 藤 正 栄 堂

中　 山　 　 　 章千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目６番地株 式 会 社 未 来 屋 書 店

赤 松 正 文新庄市沼田町６番16号株 式 会 社 ベ ル

尾 川 勝 則鶴岡市大東町22番45号有 限 会 社 尾 川 園
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３　変更年月日

　　平成23年12月20日

４　届出年月日

　　平成24年１月10日

５　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成24年５月31日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工観光部商業・まちづくり振興課及び庄内総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに酒田

市役所において平成24年５月31日まで縦覧に供する。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　酒田亀ヶ崎ショッピングセンター

　　酒田市あきほ町120番１

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　イオンリテール株式会社　千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

　　代表取締役　村井正平

　　ホーマック株式会社　北海道札幌市厚別区厚別中央三条二丁目１番１号

　　代表取締役　石黒靖規

　　株式会社デンコードー　宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目７番10号

　　代表取締役　井上元延

３　変更する事項

　(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計  

　　（変更前）　15,408平方メートル

　　（変更後）　18,379.8平方メートル　

　(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　イ　駐車場の位置

　　　（変更前）　縦覧に供する図面のとおり

　　　（変更後）　縦覧に供する図面のとおり

　　ロ　駐輪場の位置及び収容台数

　　　（変更前）　75台（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）　105台（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　ハ　荷さばき施設の位置及び面積

　　　（変更前）　366.6平方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）　489.8平方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　ニ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　　　（変更前）　74.8立方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）　97.4立方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

井 上 元 延宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目７番10号株式会社デンコードー
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　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻  

　　　（変更前）

　　　（変更後）

　　ロ　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　（変更前）４か所（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）７か所（位置については縦覧に供する図面のとおり）

４　変更年月日

　(1) ３の(2)のイ及び３の(3)のロに掲げる事項　平成24年１月25日

　(2) (1)以外の事項　平成24年９月11日

５　届出年月日

　　平成24年１月10日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成24年５月31日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のと

おり行う。

　　平成24年１月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

備　　　　　　　　　　考閉 店 時 刻開 店 時 刻小 売 業 を 行 う 者

終日営業イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社

年間60日は閉店時刻午後10時午後９時午前７時30分株 式 会 社 ダ イ ユ ー エ イ ト

年間３日は開店時刻午前８時午後10時午前９時そ の 他 の 小 売 業 者

備　　　　　　　　　　考閉 店 時 刻開 店 時 刻小 売 業 を 行 う 者

終日営業イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社

年間60日は閉店時刻午後10時午後９時午前７時30分株 式 会 社 ダ イ ユ ー エ イ ト

午後10時午前９時株 式 会 社 デ ン コ ー ド ー

年間３日は開店時刻午前８時午後10時午前９時そ の 他 の 小 売 業 者
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（注）「収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例

により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　(1) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　(2) 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　(3) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族１人につき　250,000円

　(4) 入居者又は(1)に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円　（その者が特別

障害者である場合には400,000円）

　(5) 入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円　（その者の

所得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　　県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(4)に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただ

し、１の表の「摘要」の欄に「単身可」と記載のある県営住宅については、身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると

認められる者以外の者は、(1)を除く。

　(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む）があること。

　(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　214,000円

　　　(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

　　　　ｂ　精神障害（知的障害を除く。）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　(ﾛ) 入居者が昭和31年４月１日以前に生まれた者であり、かつ、同居親族のいずれもが昭和31年４月１日以

前に生まれた者又は18歳未満の者である場合

　　　(ﾊ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

　　　　ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害の程度が

国土交通省令で定める程度であるもの

　　　　ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生

労働大臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　　(ﾆ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　158,000円

　(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

　(4) その者及び同居親族が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障がい者世帯、高齢者世帯、母子・父子世帯、生活保護世帯、多

子世帯、過去１年間に３回以上入居者一般公募に申込み、いずれにおいても選考されなかった一定の要件に該当

する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　(1) 申込期間　　平成24年２月６日から同月10日まで（受付時間：午前10時から午後５時）（ただし、郵送の場合

は、平成24年２月10日までの消印のあるものに限り有効とする。）

　(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先

　　　米沢市金池七丁目１番50号

　　　県営住宅指定管理者　株式会社西王不動産　置賜事務所

５　入居の時期　　平成24年３月下旬
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